
決算書掲載頁　P91

内
訳

行政サービス、内部事務を実施するための情報システムにおける、情報の漏えい・改ざんや非常時のデータの保持等へ
の安全対策を実施することで、安全、安心な市民サービスの提供と情報資産の安全の確保を図る。

情報喪失や情報漏えいなどが発生しないよう技術的、人的な対策について、引き続き取組みを図る。

貢
献
度

今
後
の
方
向
性

情報資産に対する脅威に対応する情報化
自律協働都市

施
策
の
大
綱

総務部行政改革課
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市民サービスの提供及び行政事務の基盤である電算システムに対する脅威に対応
するためには、セキュリティ確保は必要不可欠であり、予定どおり安全対策が推進で
きている。A

技術的・人的なセキュリティ対策を予定
どおりに実施できた。
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目
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情報喪失、情報漏えい等の事故の発生を防ぎ、情報システムの安全な運用を図る。
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情報システムにおける、技術的・人的な安全対策を実施することで、安全、安心な市民サービスの提供と情報資産の安
全の確保を図る。
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庁内組織、職員、委託先等

技術的な対策については、限られた予算、人員の中で、費用対効果が最適となるよう、より最新の技術動向に即した取
組みやデータの遠隔地などへのバックアップに引き続き取り組む。人的な対策については、定期的な職員研修とともに、
啓発の取組みを着実に継続する。
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情報喪失、情報漏えい事故の発生を防ぎ、情報システムの安全な運用を図る。
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事業：情報化安全対策事業                       

１．情報セキュリティの推進 

行政サービスや内部事務を実施するための情報システムにおいて、情報の漏えい・改ざん防止対策や、非常時

のデータの保持等への安全対策を実施することで、安全、安心な市民サービスの提供と情報資産の安全の確保に

努めた。 

 

細事業：情報化安全対策事業                     

１．情報セキュリティ対策の推進 

 人的な対策として、定期的なパスワード変更を行うとともに、情報セキュリティについての全庁的な研修や

e-ラーニング※、異動時期や年末年始におけるパソコンなどの取り扱いについての注意喚起など、職員への啓

発を実施した。 

 技術的な対策として、情報機器へのウイルス対策ソフトの適用や安全な設定更新に努めるとともに、ファイ

アウォール※やメール、インターネット接続関連機器の更新を行い、セキュリティ強化を図った。 

 

※ e-ラーニング…主にインターネットを利用して、パソコン等で行う学習形態のこと 

   ※ ファイアウォール…組織内のコンピュータネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐ装置 

 

２．電算データの退避及びバックアップの実施 

 データの消滅防止を図るとともに、事故や災害発生時の被害を最小限に抑えるため、住民情報システム、財

務会計システム、文書管理システム、ファイルサーバなどにおいて日々データのバックアップを実施したほか

それらを定期的に遠隔地へ保管するなどの対策を行った。 

 

３．使用済み記録媒体の適正な処分 

 不要となったＣＤ－ＲＯＭなど、記録媒体の廃棄物からの情報漏えいを防ぐため、専門の事業者へ委託し、

市で不要となった記録媒体を適正に廃棄処分した。 

 

 

 


